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○大崎市立おおさき日本語学校条例

令和６年３月６日

条例第２号

（設置）

第１条 日本語教育を通じた多文化共生社会の実現に資する環境を整備す

るため，日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関

の認定等に関する法律（令和５年法律第４１号）第３条第１項に規定す

る認定日本語教育機関として，大崎市立おおさき日本語学校（以下「日

本語学校」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 日本語学校の名称及び位置は，次のとおりとする。

（職員）

第３条 日本語学校に学校長その他必要な職員を置く。

（定員）

第４条 日本語学校の定員は，６０人とする。ただし，第９条の短期日本

語講座を受講する者は，定員に含まないものとする。

（修学年限）

第５条 日本語学校の修学年限は，１年，１年６月又は２年とする。

（授業料等）

第６条 市長は，入学選考料，入学金，保険加入料，授業料，教育活動料，

教材料及び施設設備料（以下「授業料等」という。）を徴収するものと

し，その額は別表第１のとおりとする。

（授業料等の返還）

名称 位置

大崎市立おおさき日本語学校 大崎市古川保柳字氏子114番地1
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第７条 既に納付した授業料等は，返還しない。ただし，市長が特別の理

由があると認めるときは，この限りでない。

（授業料等の減免）

第８条 市長は，特別の理由があると認めるときは，授業料等を減額し，

又は免除することができる。

（短期日本語講座）

第９条 市長は，第５条の修学年限以外の期間で行う短期日本語講座を置

くことができる。

２ 市長は，短期日本語講座の授業料及び教材料を徴収するものとし，そ

の額は別表第２のとおりとする。

３ 第７条の規定は，前項の授業料及び教材料の返還について準用する。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例の規定による職員の設置，入学手続，授業料等の徴収，当該

徴収をした金銭に係る収納その他の日本語学校の運営を行うために必要

な準備行為は，この条例の施行の日前においても行うことができる。

（大崎市手数料条例の一部改正）

３ 大崎市手数料条例（平成１８年大崎市条例第７８号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう略〕

別表第１（第６条関係）
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別表第２（第９条関係）

区分 修学年限 金額

入学選考料 共通 10,000円

入学金 共通 50,000円

保険加入料 1年 10,000円

1年6月 15,000円

2年 20,000円

授業料 1年 620,000円

1年6月 930,000円

2年 1,240,000円

教育活動料 1年 30,000円

1年6月 45,000円

2年 60,000円

教材料 1年 60,000円

1年6月 90,000円

2年 120,000円

施設設備料 1年 100,000円

1年6月 150,000円

2年 200,000円

区分 コース 金額

授業料 1月コース 55,000円

2月コース 110,000円

3月コース 165,000円

特別コース（クラス

レッスン）45分当た

2,000円
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り

特別コース（プライ

ベートレッスン）45

分当たり

4,000円

教材料 1月コース 5,000円

2月コース 10,000円

3月コース 15,000円

特別コース（クラス

レッスン）

授業料に含む。

特別コース（プライ

ベートレッスン）

授業料に含む。


